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○坂井市水道事業給水条例 

平成１８年３月２０日 

条例第１７８号 

改正 平成１９年３月２６日条例第１６号 

平成２５年１２月２０日条例第３０号 

目次 
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第７章 補則（第５５条） 

附則 

第１章 総則 

（趣旨） 

第１条 この条例は、坂井市水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負

担、その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めるものと

する。 

（給水区域） 

第２条 坂井市水道事業の給水区域は、坂井市水道事業、公共下水道事業及び農業集落

排水事業の設置等に関する条例（平成１８年坂井市条例第１７６号）第３条第２項に

定める区域とする。 

（定義） 

第３条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところ

による。 

（１） 管理者 地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第７条の規定に基づ

く水道事業管理者をいう。 

（２） 給水 給水装置により水を供給することをいう。 

（３） 給水装置 需要者に水を供給するための配水管から分岐して設けられた給水

管及びこれに直結する給水用具をいう。 

（４） 給水装置工事 給水装置の新設、改造、修繕（水道法（昭和３２年法律第１

７７号。以下「法」という。）第１６条の２第３項の厚生労働省令で定める給水装

置の軽微な変更を除く。）又は撤去の工事をいう。ただし、配水管への取付口から

止水栓までの公道部の路面本復旧（道路管理者の定めるところにより路面仮復旧後

に行う路面復旧をいう。以下同じ。）を除く。 

（５） 指定給水装置工事事業者 管理者が法第１６条の２第１項の規定に基づき指

定をした者をいう。 

（６） 使用者 給水を受ける者の使用名義人をいう。 
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（７） メーター 給水を受けた量を計る機器をいう。 

（８） 使用水量 メーターにより計量した給水量をいう。 

（給水装置の種類） 

第４条 給水装置は、次のとおりとする。 

（１） 専用給水装置 １世帯又は１箇所で専用するもの 

（２） 私設消火栓 個人の所有するものであって、消防に使用するもの 

第２章 給水装置の工事及び費用 

（給水装置工事の申込み） 

第５条 給水装置工事をしようとする者は、管理者の定めるところにより、あらかじめ

管理者に申込み、その承認を受けなければならない。ただし、修繕工事については、

この限りでない。 

２ 前項の申込みについて、管理者が必要と認めるときは、利害関係人の同意書又はこ

れに代わる書類の提出を求めることができる。 

（給水装置の新設工事の申込みの保留） 

第６条 次の各号のいずれかに該当する場合は、給水装置の新設工事の申込みを保留す

ることができる。 

（１） 第２条に定める給水区域内であっても、配水管を布設していない箇所 

（２） 需要量に対して、供給できる水量が著しく不足しているとき。 

（３） 既設配水管に対応し得ない多量の水量を伴うとき。 

（４） 水圧の関係により給水が困難であると認められるとき。 

（開発行為等の事前協議） 

第７条 給水区域内において開発行為等を行うものは、その給水方法、費用負担、施設

の維持管理等について、あらかじめ管理者と協議し、管理者の同意を得なければなら

ない。 

２ 前項について必要な事項は、管理者が別に定める。 

（工事費の負担） 

第８条 給水装置工事に要する費用は、給水装置工事申込者の負担とする。ただし、管

理者が特に必要と認めたものについては、市においてその費用を負担することができ

る。 

（工事の施行） 

第９条 給水装置工事の設計及び施行は、指定給水装置工事事業者が行う。ただし、管

理者が必要と認めたときは、管理者が行う。 

２ 前項ただし書において、管理者が施行する場合の範囲は、配水管への取付口から止

水栓までの給水装置工事とする。 

３ 第１項の規定により指定給水装置工事事業者が施行する場合は、あらかじめ管理者

の設計審査（使用材料の確認を含む。）を受け、かつ、工事完了後に管理者の工事検

査を受けなければならない。 

４ 指定給水装置工事事業者について必要な事項は、管理者が別に定める。 

（工事費の算出方法） 
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第１０条 管理者が施行する給水装置工事の工事費は、次の合計額とする。 

（１） 材料費 

（２） 運搬費 

（３） 労力費 

（４） 路面復旧費 

（５） 諸経費 

（６） 事務費 

２ 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算す

る。 

３ 前２項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、管理者が別に定める。 

（工事費の前納） 

第１１条 給水装置工事申込者は、前条によって算出した給水装置の工事費の概算額を

管理者が指定した期日までに前納しなければならない。ただし、管理者がその必要が

ないと認めたときは、この限りでない。 

２ 前項の工事費の概算額は、工事完了後に精算し、過不足があるときは、これを還付

し、又は追徴する。ただし、その額が別に定める額に満たないときは、還付又は追徴

しない。 

（工事費の分納） 

第１２条 前条第１項の工事費は、管理者が施行する給水装置の新設又は改造の工事に

限り、管理者の承認を受け、３月以内において分納することができる。 

（給水装置の所有権移転の時期） 

第１３条 管理者が給水装置工事を施行した場合における当該給水装置の所有権移転

の時期は、当該給水装置工事の工事費が精算された時とする。 

（工事費未納の場合の措置） 

第１４条 管理者が施行した給水装置工事の工事費を、工事申込者が指定期限内に納入

しないときは、管理者はその給水装置等を撤去することができる。 

２ 前項の規定により、管理者が給水装置等を撤去した後、なお損害があるときは、工

事申込者は、管理者にその損害を賠償しなければならない。 

（路面本復旧に要する費用） 

第１５条 配水管への取付口から止水栓までの公道部の路面本復旧は、管理者が行う。 

２ 給水装置工事申込者は、路面本復旧に要する費用を管理者が指定した期日までに前

納しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限り

でない。 

３ 前項の路面本復旧に要する費用は、路面仮復旧の面積に応じて精算し、過不足があ

るときは、これを還付又は追徴する。 

４ 第２項の路面本復旧に要する費用の算出に関して必要な事項は、管理者が別に定め

る。 

（工事申込みの取消し） 

第１６条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、工事の申込みを取り消し
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たものとみなす。 

（１） 指定期限内に工事費、路面本復旧費及び加入金を納入しないとき。 

（２） 給水装置工事の施行に際し申込者の責めに帰すべき事由により着手できない

とき。 

（３） 第５条第２項に規定する書類を提出しないとき。 

（権利義務の承継） 

第１７条 給水装置を承継した者は、路面本復旧費の納付義務を承継したものとする。 

（給水装置の変更等の工事） 

第１８条 管理者は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加え

る工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても工事を施行する

ことができる。 

２ 前項の場合において、その工事に要する費用は、原因者の負担とする。 

（給水装置の構造及び材質） 

第１９条 給水装置の構造及び材質は、水道法施行令（昭和３２年政令第３３６号。以

下「政令」という。）第５条に規定する基準及び管理者が別に定める基準に適合して

いるものでなければならない。 

（第三者の異議についての責任） 

第２０条 給水装置の設置又は管理に関し、利害関係人その他の者から異議があるとき

は、給水装置工事申込者の責任とする。 

第３章 給水 

（給水の原則） 

第２１条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法

令又はこの条例の規定による場合のほか、制限し、又は停止することはない。 

２ 前項の規定により給水を制限し、又は停止しようとするときは、その日時及び区域

を定めて、その都度これを予告するものとする。ただし、緊急やむを得ない場合は、

この限りでない。 

３ 第１項の規定による給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても、市は

その責めを負わない。 

（給水の申込み） 

第２２条 給水を受けようとする者は、管理者の定めるところにより、あらかじめ管理

者に申込み、その承認を受けなければならない。 

（給水装置の所有者の代理人） 

第２３条 給水装置の所有者が市内に居住しないとき、又は管理者が必要と認めたとき

は、給水装置の所有者は、この条例の定める事項を処理させるため、市内に居住する

代理人を定め、管理者に届け出なければならない。 

（管理人の選定） 

第２４条 集合住宅の所有者又は経営者が、その集合住宅内に居住しない場合その他管

理者が必要と認めたときは、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選

定し、管理者に届け出なければならない。 
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２ 管理者は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。 

（水道メーターの設置） 

第２５条 給水量は、市の水道メーター（以下「メーター」という。）により計量する。 

２ メーターは給水装置（私設消火栓を除く。）に設置し、その位置は管理者が定める。 

３ 管理者は、受水槽を設置する集合住宅の給水装置工事申込者に各戸計量及び料金徴

収する希望があると認めたときは、当該集合住宅の給水装置に設置したメーターのほ

か、受水槽以下の装置に各戸ごとのメーター（以下「子メーター」という。）を設置

することができる。 

４ メーターの位置が管理上不適当となったときは、管理者は、所有者又は使用者の負

担においてこれを変更又は改善させることができる。 

（メーターの貸与） 

第２６条 メーターは管理者が設置し、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所

有者（以下「水道使用者等」という。）に貸与し、保管させる。 

２ 前項の保管者は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。 

３ 保管者が前項の管理義務を怠ったために、メーターを亡失し、又はき損した場合は、

その損害額を弁償しなければならない。 

（届出義務） 

第２７条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当する場合には、あらかじめ管理

者に届け出なければならない。 

（１） 給水装置の使用を廃止し、休止し、又は再開しようとするとき。 

（２） 消防演習に消火栓（私設消火栓を含む。以下「消火栓」という。）を使用す

るとき。 

２ 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当する場合には、速やかに管理者に届け

出なければならない。 

（１） 水道使用者等の氏名又は住所に変更があったとき。 

（２） 消防用として消火栓を使用したとき。 

（消火栓の使用） 

第２８条 消火栓は、消防又は消防演習の場合のほか使用してはならない。 

２ 消火栓を消防演習に使用するときは、使用時間は１０分を超えてはならない。 

３ 消火栓を消防演習に使用するときは、管理者の指定する職員の立会いを受けなけれ

ばならない。 

（給水装置及び水質の検査） 

第２９条 管理者は、給水装置又は供給する水道水の水質について、水道使用者等から

請求があったときは、検査を行いその結果を請求者に通知するものとする。 

２ 前項の検査において、検査請求の具体的要件に欠けるとき又は特別の費用を要した

ときは、その実費額を徴収する。 

第４章 料金、加入金、手数料及び工事負担金 

（料金の支払義務） 

第３０条 水道料金（以下「料金」という。）は、水道の使用者又は第２３条に規定す
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る代理人から徴収する。 

（料金） 

第３１条 料金は、基本料金と超過料金の合計額に、消費税等相当額（消費税法（昭和

６３年法律第１０８号）の規定に基づき消費税が課される金額に同法第２９条に規定

する消費税の税率を乗じて得た金額（以下この項において「消費税額」という。）に、

消費税額に地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第７２条の８３に規定する地方消

費税の税率を乗じて得た金額を加えた金額（この金額に１円未満の端数があるときは、

その端数を切り捨てた金額）に相当する額をいう。以下同じ。）を加えた金額とする。 

２ 基本料金及び超過料金は、別表第１のとおりとする。 

（料金の算定） 

第３２条 料金は、料金算定の基準日として、あらかじめ管理者が定めた隔月の日（以

下「定例日」という。）に、メーターの点検を行い、その計量した使用水量をもって

定例日の属する月分及びその前月分の料金として算定する。この場合の使用水量は各

月均等とし、１立方メートル未満の端数が生じた場合はその端数を前月分の使用水量

に加算する。 

２ 管理者は、やむを得ない理由があると認めたときは、前項の定例日以外の日に計量

することができる。 

（使用水量の推定） 

第３３条 管理者は、積雪その他管理者の責めに帰さない理由により、メーターによる

計量ができないときは、使用水量を推定することができる。 

（使用水量の認定） 

第３４条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、使用水量を認定する。 

（１） メーターに異常があったとき。 

（２） メーターが設置されていないとき。 

（３） 使用水量が不明のとき。 

（特別な場合の料金算定） 

第３５条 月の中途において水道の使用を開始し、又は中止したときの料金は、次のと

おりとする。 

（１） 月の初日から月末の日までに継続した使用日数が１５日を超えない日である

月（以下「半月使用月」という。）については、別表第１に定める基本料金及び基

本水量を２分の１として料金を算定する。ただし、この方法によって算定した料金

の額が、当該使用月の全部において水道を使用したものとして別表第１により算定

される料金の額を超える場合は、適用しない。 

（２） 前号の場合において、その額に１円未満の端数が生じたときは切り捨てるも

のとする。 

（３） 定例日の属する月又はその前月のどちらかに半月使用月がある場合は、使用

水量について第３２条第１項の規定にかかわらず、半月使用月は計量数の３分の１

とし、半月使用月以外の月は計量数の３分の２とする。 

（４） 前号の場合において、使用水量に１立方メートル未満の端数が生じた場合は、
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半月使用月の端数を半月使用月以外の月の使用水量に加算する。 

２ 月の中途において、口径を変更した場合の料金は、その使用日数の多い口径によっ

て算定し、その使用日数が等しいときは、変更後の口径により算定する。 

（無届使用等に対する認定） 

第３６条 前使用者の給水装置を管理者に無届で使用した者は、前使用者に引き続いて

使用したものとみなす。 

２ 水道の使用を中止した場合においても、その届出がないときは、引き続いて使用し

ているものとみなす。 

（料金の徴収方法） 

第３７条 料金は、納入通知書又は口座振替により、管理者が別に定める期日までに毎

月徴収する。 

２ 給水装置の使用を廃止し、又は中止した場合及び第４８条の規定に基づく給水の停

止をしたときは、その都度料金を算定し、徴収する。 

（納付後の料金の増減） 

第３８条 料金納入後、その料金に増減を生じたときは、その差額を追徴し、又は還付

する。ただし、管理者が必要と認めるときは、翌月以降の料金に加算し、又は充当す

ることができる。 

（加入金） 

第３９条 給水装置の新設又は改造工事（メーターの口径を増やす場合に限る。以下同

じ。）の申込者は、別表第２に定める額に消費税等相当額を加えた額を加入金として

納入しなければならない。ただし、管理者が特に認めたときは、この限りでない。 

２ 第２５条第３項に規定する集合住宅の給水装置工事申込者は、前項の規定にかかわ

らず、子メーター毎に別表第２に定める額に消費税等相当額を加えた額を加入金とし

て納入しなければならない。 

３ 加入金は、給水装置工事申込みの際、管理者の定める期日までに納入しなければな

らない。 

４ 既納の加入金は、還付しない。ただし、給水装置工事の着手前に工事を中止した場

合又は工事中の設計変更により生じた差額については、この限りでない。 

（手数料） 

第４０条 手数料は、別表第３の区分により申込者から、申込み又は届出手続の際これ

を徴収する。ただし、管理者が特別の理由があると認めた申込者からは、申込み後徴

収することができる。 

（工事負担金） 

第４１条 管理者は、配水管その他の水道施設（以下「配水管等」という。）の設置さ

れていない場所又は配水管等が設置されていてもその能力が限界に達している場所

への給水申込みを受け、配水管等の新設又は改良を必要とするときは、当該申込者に

工事負担金を納入させることができる。 

２ 前項に規定する工事負担金の額は、管理者が別に定めるところにより、当該配水管

等の設置又は改良に要する費用及びこれに付随する費用の合計額とする。 
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（料金等の軽減又は免除） 

第４２条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によっ

て納入すべき料金、加入金、手数料、その他の費用を減額し、又は免除することがで

きる。 

（料金等の督促） 

第４３条 管理者は、この条例及び法の規定により徴収する使用料その他の収入（以下

「使用料等」という。）を納期限までに納付しない者があるときは、納期限後２０日

以内に、督促状を発行して督促する。 

２ 前項の督促状に指定すべき納付の期限は、その発行の日から１０日以内とする。 

３ 督促状を発行した場合は、１通につき１００円の督促手数料を徴収する。ただし、

管理者がやむを得ない事由があると認めるときは、これを徴収しないことができる。 

（延滞金） 

第４４条 料金等に関して督促をした場合は、当該料金等の金額に、その納期限の翌日

から納付の日までの期間の日数に応じ、その金額に年１４．６パーセント（督促状に

指定する期限までの期間については、年７．３パーセント）の割合を乗じて計算した

金額に相当する延滞金額を加算して徴収するものとする。ただし、納期限までに料金

等を納付しなかったことについてやむを得ない事由があると認められる場合におい

ては、延滞金を減免することができる。 

（債権の放棄） 

第４４条の２ 管理者は、民法（明治２９年法律第８９号）第１７３条の規定により消

滅時効が完成し、かつ、料金の債務者（以下「債務者」という。）が同法第１４５条

の規定による時効の援用をする見込みがある料金の債権について、当該時効の完成の

日から３年を経過したときは、これを放棄することができる。 

２ 管理者は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、料金

の債権を放棄することができる。 

（１） 債務者が所在不明で、差し押さえることができる財産の価額が強制執行の費

用を超えないと認められるとき。 

（２） 料金の債権の金額が少額で、回収に要する経費に満たないとき。 

（３） 債務者が法人である場合に、当該法人を解散し、清算を完了したときにおい

て、配当又は残余財産がないとき。 

（４） 法人の債務者が事業を休止し、将来その事業を再開する見込みがなく、かつ、

差し押さえることができる財産の価額が強制執行の費用を超えないと認められる

とき。 

（５） 破産法（平成１６年法律第７５号）第２５３条又は他の法令の規定により債

務者が当該債権につきその責任を免れたとき。 

（６） 債務者が死亡し、その相続人全員が相続放棄をしたとき又は限定承認をした

ときにおいてその清算手続きが終了したとき。 

第５章 管理 

（給水装置の管理義務） 
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第４５条 水道使用者等は、水道水が汚染又は漏水しないよう十分な注意をもって給水

装置を管理しなければならない。 

２ 水道使用者等は、次の事項を遵守しなければならない。 

（１） 給水装置を汚染の恐れのある器物、施設等と連結して使用することにより、

水道水を汚染させないようにすること。 

（２） メーターの点検、検査又は修繕の障害となる建築物、工作物又は物件をその

設置場所に設置しないこと。 

（３） 給水装置に異常があると認めたときは、直ちに管理者に届け出ること。 

（４） メーター、止水栓その他管理者の定める給水装置を操作しないこと。 

３ 管理者は、給水装置の位置その他について、管理上不適当と認めるときは、その給

水装置所有者の負担においてこれを変更し、又は改善させることができる。 

４ 第１項及び第２項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任と

する。 

５ 水道使用者等は、その家族、同居人、従業員等の行為についても、この条例に定め

る責任を負わなければならない。 

（公道内等の給水装置の維持管理） 

第４６条 公道内の配水管への取付口から止水栓までの給水装置の維持管理は、管理者

が行う。 

（給水装置の検査等） 

第４７条 管理者は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水

道使用者等に対し、適切な措置を命じることができる。 

２ 前項に要する費用は、措置を命ぜられた者又はその必要を生じさせた者の負担とす

る。 

（給水装置の基準違反に対する措置） 

第４８条 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、政令第５条に

規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないとき、その者の給水の申込

みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する

給水を停止することができる。 

２ 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した

給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水の申込みを拒み、又はその者に

対する給水を停止することができる。ただし、法第１６条の２第３項の厚生労働省令

で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその

基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。 

（給水の停止） 

第４９条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用者に対し、そ

の理由の継続する間、給水を停止することができる。 

（１） 水道の使用者等が第１０条、第１８条第２項、第２５条第４項及び第４６条

第２項の工事費、第１５条第２項の路面本復旧費、第３１条の料金、第３９条の加

入金、第４０条及び第４３条の手数料、第４１条の工事負担金及び第４５条第３項
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の修繕費を指定期限内に納入しないとき。 

（２） 水道の使用者等が正当な理由がなくて第３２条の計量又は第４７条の検査を

拒み、又は妨げたとき。 

（３） 水道の使用者等が正当な理由がなくて第１８条の給水装置の変更等の工事及

び第４５条第３項の給水装置の改善命令を拒み、又は給水栓を汚染の恐れのある器

物又は施設と連結して使用する場合において、警告を発しても、なお、これを改め

ないとき。 

（給水装置の切離し） 

第５０条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必要がある

と認めたときは、給水装置を切離すことができる。 

（１） 給水装置所有者が、９０日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がい

ないとき。 

（２） 給水装置が、使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたと

き。 

（３） 第５条第１項の承認を受けないで給水装置工事を行ったとき。 

（過料） 

第５１条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、５万円以下の過料を科す

ることができる。 

（１） 第５条の承認を受けないで給水装置を新設し、改造し、又は撤去した者 

（２） 正当な理由がなくて、第１８条の給水装置の変更等の工事施行、第２５条の

メーターの設置、第３２条の使用水量の計量、第４４条第３項の給水装置の改善命

令、第４７条の検査及び第４８条、第４９条の給水の停止を拒み、又は妨げた者 

（３） 第４５条の給水装置の管理義務を著しく怠った者 

（４） 消火栓を消防又は消防の演習以外に使用した者 

（５） 前各号のほか、この条例又はこの条例に基づく規定に違反した者 

（料金等を免れた者に対する過料） 

第５２条 市長は、詐欺その他不正の行為によって第３１条の料金、第３９条の加入金

又は第４０条及び第４３条の手数料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の５

倍に相当する金額（当該５倍に相当する金額が５万円を超えないときは、５万円とす

る。）以下の過料を科すことができる。 

第６章 貯水槽水道 

（市の責務） 

第５３条 管理者は、貯水槽水道（法第１４条第２項第５号に定める貯水槽水道をいう。

以下同じ。）の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、

指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。 

２ 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理に関する情報提供を行う

ものとする。 

（設置者の責務） 

第５４条 貯水槽水道のうち簡易専用水道（法第３条第７項に定める簡易専用水道をい
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う。次項において同じ。）の設置者は、法第３４条の２の定めるところにより、その

水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。 

２ 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、

当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければ

ならない。 

第７章 補則 

（委任） 

第５５条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成１８年３月２０日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の日の前日までに、合併前の三国町水道給水条例（昭和４２年三国

町条例第１３号）、丸岡町水道事業給水条例（平成１０年丸岡町条例第４号）、春江

町水道事業給水条例（平成７年春江町条例第１４号）又は坂井町水道事業給水条例（平

成元年坂井町条例第２３号）（以下これらを「各町旧条例」という。）の規定により

なされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたも

のとみなす。 

（料金算定の特例） 

３ 平成１８年３月３１日までに計量した水量については、第３１条の規定にかかわら

ず、各町旧条例の規定により料金を算定する。 

（使用水量計量の特例） 

４ 平成１８年６月３０日までは、第３２条の規定にかかわらず、各町旧条例の規定に

より使用水量を計量する。 

（延滞金の割合の特例） 

５ 当分の間、第４４条に規定する延滞金の年１４．６パーセントの割合及び年７．３

パーセントの割合は、同条の規定にかかわらず、各年の特例基準割合（当該年の前年

に租税特別措置法第９３条第２項の規定により告示された割合に年１パーセントの

割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。）が年７．３パーセントの割

合に満たない場合には、その年（以下この項において「特例基準割合適用年」という。）

中においては、年１４．６パーセントの割合にあっては当該特例基準割合適用年にお

ける特例基準割合に年７．３パーセントの割合を加算した割合とし、年７．３パーセ

ントの割合にあっては当該特例基準割合に年１パーセントの割合を加算した割合（当

該加算した割合が年７．３パーセントの割合を超える場合には、年７．３パーセント

の割合）とする。 

附 則（平成１９年３月２６日条例第１６号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成２５年１２月２０日条例第３０号） 

（施行期日） 
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１ この条例は、平成２６年４月１日から施行する。ただし、附則第５項を加える改正

規定は、平成２６年１月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 平成２６年４月１日前から引き続き坂井市給水事業の給水供給を受けている使用

者の平成２６年５月３１日までに計量した使用料は、この条例による改正後の坂井市

水道事業給水条例第３１条第１項及び別表第１の規定にかかわらず、なお従前の例に

よる。 

別表第１（第３１条、第３５条関係） 

口径別 基本料金（１月につき）

１０立方メートル（基本

水量）まで 

超過料金（１月につき） 

１３mm ９００円 １０立方メートル（基本水量）を超

える水量１立方メートルにつき １

３０円 

２０mm １，１００円 

２５mm １，２００円 

３０mm １，３００円 

４０mm １，４００円 

５０mm １，９００円 

７５mm ２，１００円 

１００mm ３，４００円 

１５０mm ３，４００円 

備考 第２５条第３項による子メーターを設置した場合は、当該子メーターの口径の

大きさによるものとする。 

別表第２（第３９条関係） 

メーターの口径 加入金の額 

１３mm ６０，０００円 

２０mm １００，０００円 

２５mm １６０，０００円 

３０mm ２４０，０００円 

４０mm ４００，０００円 

５０mm ６００，０００円 

７５mm １，６００，０００円 

１００mm以上 別に定める額 

備考 改造工事に関する加入金の額は、改造後の口径に対応する加入金の額と、改造

前の口径に対応する加入金の額との差額とする。 

別表第３（第４０条関係） 

区分 金額（１件につき） 

（１） 法第１６条の２第１項の規定に基

づく第９条第１項の指定給水装置工事事

業者の指定手数料 

１０，０００円 
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（２） 第９条第３項の規定による設計審

査及び工事検査手数料 

６，０００円 

（３） 第２７条第１項第１号の届出に基

づく水道の開閉栓に伴う事務手数料 

１，０００円 

（４） 各種証明手数料 ３００円 

 


